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令和 7年度 鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議次第 

 

                        日 時：令和 8年 3月 6日(金) 

                            14時 00分～16時 00分 

                        場 所：鈴鹿工業高等専門学校 

事務・教養棟 2階 会議室 B 

 

１． 校長挨拶 

 

２． 配付資料の確認及び日程説明 

 

３． 出席者紹介 

 

４． 議長選出 

 

５． 議長挨拶 

 

６． 議  事 

 

(１) 鈴鹿工業高等専門学校の概要及び現況等について（校長） 

 

(２) 令和 7年度自己点検評価報告書(案)について 

 

(３) 教育の質保証に関する事項について（副校長） 

 

(４) いじめ防止プログラムについて（学生主事） 

 

(５) その他 

 

７． 閉  会 



【配付資料一覧】 

 

１. 運営諮問会議次第 

 

２. 運営諮問会議委員名簿 

 

３. 座席表 

 

４. 運営諮問会議規則 

 

５. 議事報告資料 

・鈴鹿工業高等専門学校の概要及び現況等について 

・令和 7年度自己点検評価報告書(案) 

・自己点検評価・改善委員会規則 

・教育の質保証に関する基本方針 

・いじめ防止プログラムについて 



 

令和 7年度鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議議事概要 

 

校長挨拶 

校長から今会議開催の背景及び主旨について説明があった。続いて、出席委員の紹介が行われた。  

 

議事に先立ち、運営諮問会議規則第 4条により、神保委員が議長に選出された。  

 

議事 

(1) 鈴鹿工業高等専門学校の概要及び現況等について 

校長から、本校の概要及び現況等について説明があり、委員より次のとおり意見があった。 

 

（○委員、●鈴鹿高専） 

〇 学生の留年・退学を減らすために試験を繰り返す等すると、教員の負担が大きく研究の時間も減ると思

うが、どのような取組をしているか 

● 本校OBである外部支援員及び TAによる自己学習支援を実施し、放課後に自己学習する環境を提供して

サポートしている。 

 

(2) 令和7年度自己点検評価報告書(案)について 

神保議長から、令和7年度自己点検評価報告書(案)について、本校の年度計画に基づいて実施した業務各般

を点検･評価して取りまとめたものであるとの説明があり、委員より次のとおり意見があった。 

 

（○委員、●鈴鹿高専） 

〇 科研費獲得についてどのような取組をしているか 

● 校長自身が講師として教職員向けに研修会を実施する等した。全国の高専の中では採択率が低いので、

上げるように今後も努力していく。 

 

〇 安全保障輸出管理について、体制はどのように整備しているのか 

● 安全保障輸出管理委員会を数年前に組織し、チェックリストを整備した。 

 

〇 機関リポジトリに論文を登録しているか 

● 高専機構本部が整備しようとしているところである。 

 

〇 教員の成果物における著作権侵害や研究不正等のチェックはどのようにしているか 

● 人手や予算等の都合上、論文の不正等をチェックする部署もないため、教員個人に任せている部分が大

きいのが現状ではあるが、研究の段階で遺伝子組み換えや動物実験等の正当性を研究推進委員会で審査し

ている。 

 

(3) 教育の質保証に関する事項について 

 下古谷副校長から、本校では「鈴鹿工業高等専門学校教育の質保証に関する基本方針」に基づき、教育の質

保証のために点検評価を行っており、令和6年度の点検評価結果は「教育の質保証に関する基本方針第2条に

基づく点検評価書」として本校HPに公表されているが、その点検評価の内容に一部不備があった旨説明があ

った。 

続いて、その不備内容である、教職員及び在学生保護者から聴取した意見の分析結果について説明があった。

前者については、「教職員に対する本校の目的の周知に関するアンケート」であり、自己点検評価・改善委員会

にて審議した結果、教職員は概ね本校の目的を理解したうえで教育・研究等に取り組んでおり、自由記載にあ

ったPDCAサイクルに関する意見については、今後改善の余地があると判断し、改善に向けてPDCA 推進担

当と調整のうえ検討を進めていくことで了承されたこと、また後者については、教育後援会総会後の保護者懇

談会にて実施したアンケート結果であり、現状においては概ね保護者の要望に応えた教育活動が実施されてい

ると判断されたとの説明があった。 



 

また、同方針 2 に記載する本校の内部質保証システムについて、「点検評価を７年以内ごとに一回と記述さ

れているが、社会の変化の速度を考慮すると７年は長いように感じる。具体的には何年ごとに評価されている

のか。」という意見が事前に委員よりあったことに対し、下古谷副校長から、同方針は今年度本校が認証評価を

受審するにあたり、事前に学位授与機構より「学校教育法109条の趣旨に沿った自己点検・評価をするように」

という指摘を受けたため作成したもので、認証評価受審のサイクルと合わせたこと、毎年実施するのは多大な

労力を要すること、年度計画に基づく自己点検評価は毎年実施しており、さらには機構本部の監査や高専間相

互監査、さらには KIS も再来年度受審予定であり、各種評価を受けていることが理由であるとの説明があっ

た。 

 

(4) いじめ防止プログラムについて 

大貫学生主事より、いじめ防止プログラムについて説明があり、委員より次のとおり意見があった。 

 

（○委員、●鈴鹿高専） 

 〇 本校にいじめはあるのか 

 ● 重大事案はないが、いじめの定義である「一定の人間関係の中で、心理的、物理的な攻撃を受けたこと

により、精神的な苦痛を感じているもの」に当てはまる軽いものは見受けられる。いじめがないことがい

いことなのではなく、もしあてはまる事案が発生したら認知し、学校として適切な対応をとることが重要

と考えている。 

 

 〇 家庭の事情等で不登校になった学生にはどのように対応しているか 

 ● 学級担任を中心に対応しており、家庭とも面談して報告をまとめ、学内関係者に共有するようにしてい

る。また、学外カウンセラーには話しやすいということもあるので、特にケアが必要な学生には面談を促

すようにしている。 

 

 〇 今は昔よりも精神的にデリケートな学生が多いと思われ、学業も重要だが生活も大事なので、重大なこ

とにならないよう日々学生を見守る体制を構築していただきたい 

● 毎年度初めに担任によるクラスの全学生への面談を実施しており、心配事があればいつでも相談できる

環境を整えている。 

 

 〇 精神的に問題を抱え、社会に出たくないという理由で、学校が支援しても就活等に取り組まない学生は

いるか 

● 第一志望の就職先に内定・採用とはならず、気落ちして前向きになれない学生はいる。 

 

(5) その他 

校長より、今年度受審した機関別認証評価について、先月学位授与機構より評価結果(案)が知らされ、本校

は『高等専門学校設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学改革支援・学位授与機構が定める高等専門学校評

価基準に適合している。』との内示を受けたとの報告があった。 



鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

平成 27 年 12 月 9 日 

規 則 第 1 0 0 号 

最終改正令和７年６月４日 

 

鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）に、本校の学校運営の充実・発展に資することを目的として、運営諮問会議

（以下「諮問会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議・評

価し、校長に対して提言、助言又は勧告等を行う。 

 (1) 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

 (2) 本校の教育研究活動等の状況について、本校が行う点検・評価に関する重要事  

項 

 (3) その他本校の運営に関する重要事項 

（組織） 

第３条 諮問会議は、校長が委嘱した次の各号に掲げる若干名の委員で組織する。 

(1) 高等教育機関及び研究機関に在職する者 

 (2) 産業界及び地方公共団体等の関係者 

 (3) 本校の卒業生 

 (4) その他本校に関し学識及び経験を有する者 

２ 前項の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場

合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（議長） 

第４条 諮問会議に議長を置き、前条第１項第１号の委員のうちから、あらかじめ校

長が指名する者をもってあてる。 

２ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行す

る。 

（諮問会議の開催） 

第５条 諮問会議は、校長が招集する。 

２ 諮問会議は、少なくとも年１回開催するものとする。 

３ 諮問会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

４ 諮問会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことがで

きる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た情報を漏えいしてはならない。 

（庶務） 

第７条 諮問会議の庶務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、諮問会



議が定める。 

 

  附 則 

１ この規則は、平成 27 年 12 月 9 日から施行する。 

２ 鈴鹿工業高等専門学校外部評価委員会規則（平成 16 年 9 月 6 日制定鈴鹿工業高等

専門学校規則第 67 号）は、廃止する。 

  附 則 

この規則は、令和７年６月４日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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